
鳥 取 県 特 定 健 康 診 査 ・ 特 定 保 健 指 導 事 業 の 手 引  

 

１ 事業目的 

糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の生活習慣病は、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドロー

ム）が発症の危険因子であり、それらが重複することにより心筋梗塞、脳卒中などの発症リスク

が高まると言われている。 

 このメタボリックシンドロームに着目して、生活習慣病を予防するための特定健康診査及び特

定保健指導を実施する。 

 

２ 実施主体  

 県内市町村国保等の医療保険者 

 

３ 特定健康診査の対象者 

 市町村国民健康保険組合等の医療保険加入者のうち、当該年度の４月１日における加入者であ

って、当該年度において４０歳以上７５歳以下の年齢に達する者。 

 ただし、７５歳未満の者に限り、妊産婦、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘束

されている者、国内に住所を有しない者、船員保険の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内

にいる者、病院又は診療所に６月以上継続して入院している者及び高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和５７年法律第８０号。以下「法」という。）第５５条第１項第２号から第５号までに

規定する施設に入所又は入居している者を除く。  

 

４ 特定健康診査及び特定保健指導の委託                                            

特定健康診査及び特定保健指導を外部に委託する場合は、特定健康診査及び特定保健指導の実

施に関する基準（平成１９年厚生労働省令第１５７号）を満たす者に委託するものとする。  

 

５ 特定健康診査の実施方法 

（１）基本的な検査項目（標準的な問診票（様式例第１号）。以下「問診票」という。） 

  ア 既往歴の調査 

   高血圧症、脂質異常症及び糖尿病の治療に係る薬剤の服用の有無及び喫煙習慣について、

確実に聴取する。また、詳細な生活習慣行動について把握するために、標準的な質問票（様

式例第２号）を使用することが望ましい。 

  イ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査（問診及び理学的検査） 

  ウ 身長、体重及び腹囲の検査（腹囲の測定（※注）は、ＢＭＩが２０未満の者又はＢＭＩが

２２未満で自ら腹囲を測定し、その値を申告した者で、医師が必要でないと認めるときは、

省略することができる。また、内臓脂肪面積の測定に代えることも可能である。） 

   ※注 腹囲の測定 

立位、軽呼気時において、臍（へそ）の高さで測定する。脂肪の蓄積が著明で臍が 

下方に偏位している場合は、肋骨下縁と上前腸骨棘の中点の高さで測定する。 

  エ ＢＭＩの測定（ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）の２乗） 

  オ 血圧の測定 

   測定回数は、原則２回とし、その２回の測定値の平均値を用いる。ただし、現場の実施状

況に応じて、１回測定についても可とする。 

なお、測定方法については、「循環器病予防ハンドブック」（一般社団法人日本循環器 

病予防学会編。以下「ハンドブック」という。）の血圧の項（別添１）を参考に行うことが

望ましい。 

  カ 血中脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール及びＬＤＬコレステロールの検査） 

中性脂肪４００ｍｇ／ｄｌ以上である場合又は食後に採血する場合には、ＬＤＬコレステ

ロールの検査に代えて、Ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロールの検査を行うことができる。この場

合において、血中脂質検査におけるＬＤＬコレステロールの検査を行ったものとする。 



 キ 肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ及びγ－ＧＴＰの検査） 

 ク 血糖検査（空腹時血糖又はヘモグロビンＡ１ｃ（ＨｂＡ１ｃ）、やむを得ない場合には随 

時血糖） 

（ア）空腹時血糖検査又はＨｂＡ１ｃ検査のいずれかの方法で実施する。 

  （イ）１０時間以上食事をしていない場合を空腹時血糖とし、空腹時血糖であることを明ら 

かにする。 

 やむを得ず空腹時以外において採血を行い、ＨｂＡ１ｃを測定しない場合は、食直後 

を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とする。 

 なお、食直後とは、食事開始時から３．５時間未満とする。 

  （ウ）午前中に検査を実施する場合は、血糖値等の検査結果に影響を及ぼすため健診前１０ 

時間以上は、水以外の飲食物を摂取しない。 

    （エ）午後に健診を実施する場合は、ＨｂＡ１ｃ検査を実施する場合であっても、軽めの朝 

食とするとともに、ほかの健診結果への影響を軽減するため、健診まで水以外の飲食物 

を摂取しないことが望ましい。 

 ケ 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無） 

原則として、中間尿を採取し、採取後４時間以内に試験紙法で測定することが望ましい。 

また、前日の激しい運動は避け、測定方法及び判定方法については、ハンドブックの尿検

査の項（別添２）を参考に行うことが望ましい。 

（２）詳細な検査項目 

 ア  貧血検査（赤血球数、血色素量及びヘマトクリット値の測定） 

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われ、医師が必要と認めた者に対して実施 

する。 

 イ 心電図検査 

  （ア）対象者 

当該年度の特定健康診査（法第１８条第１項に規定する特定健康診査をいう。）の結果等 

において、収縮期血圧が１４０ｍｍＨｇ以上もしくは拡張期血圧が９０ｍｍＨｇ以上の者又 

は問診等において不整脈が疑われる者に対して実施する。 

  （イ）実施方法 

安静時の標準１２誘導心電図を記録する。また、検査方法及び判定基準については、ハン 

ドブックの心電図の項（別添３）を参考に行うことが望ましい。 

 ウ 眼底検査 

（ア）対象者 

当該年度の特定健康診査の結果等において、①血圧が以下のａ、ｂのうちいずれかの基準 

又は②血糖の値がａ、ｂ、ｃのうちいずれかの基準に該当した者に対して実施する（※）。 

※ 眼底検査は、当該年度の特定健康診査の結果等のうち、①のうちａ、ｂのいずれの血 

圧の基準にも該当せず、かつ当該年度の血糖検査の結果を確認することができない場合 

においては、前年度の特定健康診査の結果等において、血糖検査の結果が②のうちａ、 

ｂ、ｃのいずれかの基準に該当した者も含む。 

①血圧 ａ 収縮期血圧       １４０ｍｍＨｇ以上 

ｂ 拡張期血圧       ９０ｍｍＨｇ以上 

②血糖 ａ 空腹時血糖       １２６ｍｇ／ｄｌ以上 

ｂ ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ） ６．５％以上 

ｃ 随時血糖        １２６ｍｇ／ｄｌ以上 

  （イ）実施方法 

手持式、額帯式、固定式等の電気検眼鏡又は眼底カメラ撮影により実施する。 

高血糖者に対しては、原則、両眼の眼底撮影を行う。その上で、所見の判定がより重症な 

側の所見を記載する。また、検査方法及び判定基準については、ハンドブックの眼底検査の 

項（別添４）を参考に行うことが望ましい。 

 エ 血清クレアチニン検査 



   当該年度の特定健康診査の結果等において、①血圧が以下のａ、ｂのうちいずれかの基準 

又は②血糖の値がａ、ｂ、ｃのうちいずれかの基準に該当した者に対して実施する。 

①血圧 ａ 収縮期血圧       １３０ｍｍＨｇ以上 

ｂ 拡張期血圧       ８５ｍｍＨｇ以上 

②血糖 ａ 空腹時血糖       １００ｍｇ／ｄｌ以上 

ｂ ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ） ５．６％以上 

ｃ 随時血糖        １００ｍｇ／ｄｌ以上 

（３）その他 

 ア 現在の生活習慣、過去の健康診査の受診状況、家族歴等について、必要に応じて質問票等 

により聴取する。 

  イ 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他の法令に基づき行われる健康診断にお 

いて、特定健康診査に相当する項目を実施したことを保険者が確認した場合は、第５に掲げ 

る実施方法と異なるものであっても、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとする。 

 

６ 結果の判定及び通知 

（１）特定健康診査の判定 

  ア  特定健康診査の結果により、日本肥満学会等８学会が示すメタボリックシンドローム判定 

基準に基づき、「基準該当」、「予備群該当」、「非該当」、「判定不能」に分類する。 

 イ 全ての健診結果をふまえて、「異常認めず」、「要観察」、「要指導」、「要医療（治療 

中、要精密検査、要治療）」の分類により総合判定を行う。 

（２）特定保健指導レベル（階層化）の判定 

   ７、８の（１）及び９の（１）により区分される特定保健指導レベルとして「動機付け支 

援」、「積極的支援」、「なし（情報提供）」に分類する。また、健診結果データの不足等 

により判定できない者については、「判定不能」に分類するものとする。 

   なお、特定保健指導レベル基準と日本肥満学会等８学会が示すメタボリックシンドローム 

判定には相違があるため、留意すること。 

（３）結果の通知 

  ア  特定健康診査実施後は、受診者に対し、特定健康診査受診結果通知表（様式例第３号）を、

速やかに送付するものとする。 

      この場合、異常値を示している項目、異常値の程度及び異常値が持つ意義等について、わ

かりやすく受診者に説明するものとする。 

      なお、特定健康診査の結果通知の様式は、様式例第３号の記載事項を最低限含むものであ 

って、受診者に対する効果的な結果通知となるものであれば、変更し使用することは差し支 

えない。 

 イ ８の（１）及び９の（１）による「動機付け支援」、「積極的支援」に該当する者のうち、

特定保健指導が必要と思われる者に対し、特定保健指導通知を行うものとする。 

（４）特定健康診査の結果通知に当たっての留意事項 

   特定健康診査の結果通知に当たっては、特定健康診査の受診者が自らの健康状態を自覚

し、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を提供すること

とし、次のアからウまでに掲げる事項に留意する。 

 ア 特定健康診査の結果等から受診者個人に合わせたものを受診者ごとに提供する。 

 イ 提供する情報は、次の（ア）から（ウ）までに掲げる内容とする。 

   （ア）特定健康診査の意義（自分自身の健康状態を認識できる機会、日頃の生活習慣が特定

健康診査の結果に表れてくる等）及び特定健康診査の結果の見方（特定健康診査の結果

が表す意味を受診者本人の身体で起きていることと関連づけられる内容） 

  （イ）内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）及び生活習慣病に関する基本的な知識

と、対象者の行っているどのような生活習慣が生活習慣病を引き起こすかということ、

食生活、身体活動・運動等の生活習慣、料理及び食品のエネルギー量、身体活動及び運

動によるエネルギー消費量 



  （ウ）対象者にとって身近で活用できる健康増進施設、地域のスポーツクラブ及び運動教室、

健康に配慮した飲食店及び社員食堂等に関する情報  

 ウ 特定健康診査の結果等から特に問題のない者については、特定健康診査の結果の見方その

他健康の保持及び増進に資する内容の情報を提供する。 

 

７ 特定保健指導の対象者 

（１）特定保健指導の対象者は、特定健康診査の結果、腹囲が８５ｃｍ以上の男性若しくは９０

ｃｍ以上の女性又は腹囲が８５ｃｍ未満の男性若しくは９０ｃｍ未満の女性であってＢＭ

Ｉが２５以上の者のうち、次のアからウのいずれかに該当するもの（高血圧症、脂質異常症

又は糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者を除く。）とする。 

ア 血圧測定の結果で、収縮期血圧が１３０ｍｍＨｇ以上又は拡張期血圧が８５ｍｍＨｇ以上

である。 

イ 中性脂肪の量が１５０ｍｇ／ｄｌ以上又はＨＤＬコレステロールの量が４０ｍｇ／ｄｌ未

満である。 

ウ 血糖検査の結果で、空腹時血糖（やむを得ない場合は随時血糖）値が１００ｍｇ／ｄｌ以

上又はＨｂＡ１ｃが５．６％（ＮＧＳＰ値）以上である。 

（２）腹囲の測定に代えて内臓脂肪の面積の測定を行う場合、（１）中「腹囲が８５ｃｍ以上の

男性若しくは９０ｃｍ以上の女性又は腹囲が８５ｃｍ未満の男性若しくは９０ｃｍ未満の

女性であってＢＭＩが２５以上の者」とあるのは「内臓脂肪の面積が１００ｃ㎡以上の者又

は内臓脂肪の面積が１００ｃ㎡未満の者であってＢＭＩが２５以上のもの」とする。 

 

８ 特定保健指導（動機付け支援） 

（１）７の対象者のうち動機付け支援の対象者は、次のアからエに掲げる者とする。 

ア 腹囲が８５ｃｍ以上の男性又は９０ｃｍ以上の女性であって、７の（１）のアからウのいずれ 

か１つのみに該当する者（９の（１）のイに該当する者を除く。） 

イ 腹囲が８５ｃｍ未満の男性又は９０ｃｍ未満の女性であって、ＢＭＩが２５以上の者のう 

ち、７の（１）のアからウのいずれか２つのみに該当するもの（９の（１）のエに該当する 

者を除く。） 

ウ 腹囲が８５ｃｍ未満の男性又は９０ｃｍ未満の女性であって、ＢＭＩが２５以上の者のう 

ち、７の（１）のアからウのいずれか１つのみに該当するもの 

エ 特定健康診査を実施する年度において６５歳以上７５歳以下の年齢に達する者（当該年度 

において７５歳に達する者にあっては、動機付け支援の実施の際に当該年齢に達していない 

者に限る。）のうち、次の（ア）から（エ）に掲げるもの 

（ア）腹囲が８５ｃｍ以上の男性又は９０ｃｍ以上の女性であって、７の（１）のアからウ 

のいずれか２つ以上に該当する者 

（イ）腹囲が８５ｃｍ以上の男性又は９０ｃｍ以上の女性であって、７の（１）のアからウ 

のいずれか１つのみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められ 

た者 

（ウ）腹囲が８５ｃｍ未満の男性又は９０ｃｍ未満の女性であって、ＢＭＩが２５以上の者 

のうち、７の（１）のアからウのいずれにも該当するもの 

（エ）腹囲が８５ｃｍ未満の男性又は９０ｃｍ未満の女性であって、ＢＭＩが２５以上の者 

のうち、７の（１）のアからウのいずれか２つのみに該当し、かつ、特定健康診査の結 

果、喫煙習慣があると認められたもの 

（２）動機付け支援の実施方法 

  ア 支援期間及び頻度 

  原則１回の支援とする。 

  ただし、特定健康診査の結果の一部が判明している場合であって、健診結果に基づき動機付

け支援対象者（（１）に規定する動機付け支援対象者をいう。以下同じ。）に該当すると見込

まれる者に対し、特定健康診査を受診した日に面接による支援を行う場合には、動機付け支援



の内容を分割して行うことができる。 

  イ 支援内容及び支援形態 

    （ア）動機付け支援対象者が、自らの健康状態、生活習慣の改善すべき点等を自覚し、自ら

目標を設定し行動に移すことができる内容とする。 

    （イ）特定健康診査の結果（労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他法令に基づ

き行われる特定健康診査に該当する健康診断の結果を含む。以下同じ。）及び食習慣、

運動習慣、喫煙習慣、休養習慣その他の生活習慣の状況に関する調査の結果を踏まえ、

面接による支援及び実績評価（行動計画の策定の日から３月以上経過後に行う評価をい

う。以下同じ。）を行う。 

    （ウ）面接による支援（面接による支援の内容を分割して行う場合おいては、特定健康診査

を受診した日に行う面接よる支援及び特定健康診査の結果全てが判明した後に行う支

援とを合わせたもの）は、次に掲げる事項に留意して行うこと。 

ａ  生活習慣と特定健康診査との関係を理解する。生活習慣を振り返る。メタボリック 

シンドローム及び生活習慣病に関する知識の習得並びにそれらが動機付け支援対象 

者自身の生活に及ぼす影響の認識等から、生活習慣の改善の必要性について説明す 

る。 

ｂ 生活習慣を改善する場合の利点及び改善しない場合の不利益について説明する。 

ｃ 食事、運動等、生活習慣の改善に必要な事項について実践的な指導をする。 

ｄ 動機付け支援対象者の行動目標及び実績評価の時期の設定について支援するとと 

もに、生活習慣を改善するために必要な社会資源を紹介し有効に活用できるよう支援 

する。 

ｅ 体重及び腹囲の測定方法について説明すること。 

ｆ 動機付け支援対象者に対する面接による指導の下に、行動目標及び行動計画を作成 

する。 

ｇ 支援形態は、１人当たり２０分以上の個別支援又は１グループ（１グループはおお 

むね８人以下とする。）当たりおおむね８０分以上のグループ支援とする。 

      ただし、面接による支援の内容を分割して行う場合において、特定健康診査の結果 

の全てが判明した後に行う支援については、面接に代えて電話等により行うことがで 

きる。 

    （エ）実績評価は、次に掲げる事項に留意して行う。 

ａ 実績評価は、個々の動機付け支援対象者に対する特定保健指導（法第１８条第１項 

に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。）の効果について評価するものとする。 

ｂ 設定した行動目標が達成されているかどうか並びに身体状況及び生活習慣に変化 

が見られたかどうかについて評価する。 

ｃ 必要に応じて評価時期を設定して動機付け支援対象者が自ら評価するとともに、行 

動計画の策定の日から３月以上経過後に医師、保健師又は管理栄養士による評価を行 

い、評価結果について動機付け支援対象者に提供する。 

ｄ 実績評価は、面接又は通信（電話又は電子メール、ファクシミリ、手紙（以下「電 

子メール等」という。）以下同じ。）により行い、評価結果について動機付け支援対 

象者に提供する。 

 

９ 特定保健指導（積極的支援） 

（１）７の対象者のうち積極的支援の対象者は、次のアからエに掲げる者（積極的支援を実施す

る年度において６５歳以上７５歳以下の年齢に達する者（当該年度において７５歳に達する

者にあっては、積極的支援の実施の際に当該年齢に達していない者に限る。）を除く。）と

する。 

ア  腹囲が８５ｃｍ以上の男性又は９０ｃｍ以上の女性であって、７の（１）のアからウのいず

れか２つ以上に該当する者 

イ  腹囲が８５ｃｍ以上の男性又は９０ｃｍ以上の女性であって、７の（１）のアからウのい



ずれか１つのみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められた者 

ウ 腹囲が８５ｃｍ未満の男性又は９０ｃｍ未満の女性であってＢＭＩが２５以上の者のう

ち、７の（１）のアからウのいずれにも該当するものもの 

エ 腹囲が８５ｃｍ未満である男性又は９０ｃｍ未満である女性であってＢＭＩが２５以上の

者のうち、７の（１）のアからウのいずれか２つのみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、

喫煙習慣があると認められたもの 

（２）積極的支援の実施方法 

ア 支援期間及び頻度 

（ア）初回面接による支援を行う。 

ただし、特定健康診査の結果の一部が判明している場合であって、健診結果に基づき 

積極的支援対象者（（１）に規定する積極的支援対象者をいう。以下同じ。）に該当す 

ると見込まれる者に対し、特定健康診査を受診した日に初回の面接よる支援を行う場合 

には、積極的支援の内容を分割して行うことができる。 

  （イ）積極的支援対象者に対し、初回の面接による支援（面接による支援の内容を分割して 

行う場合においては、特定健康診査の結果の全てが判明した後に行う支援を含む。以下 

この（２）において同じ。）が終了した後、３月以上の継続的な支援を行う。 

  ただし、ａ又はｂに掲げるところにより支援を行う。 

    ａ 積極的支援対象者のうち、前年度において、積極的支援対象者であり、かつ、前年 

度において積極的支援（３月以上の継続的な支援を含むものに限る）を終了した者で 

あって、当該年度の特定健康診査の結果において、前年度の特定健康診査の結果と比 

べて、腹囲及び体重の値が一定程度減少していると認められるもの 初回の面接によ 

る支援が終了した後、必要に応じた支援又は３月以上の継続的な支援を行う。 

    ｂ 積極的支援対象者のうち、実績評価を行う時点において、当該年度の特定健康診査 

の結果と比べて、腹囲及び体重の値が一定程度減少したと認められた者 初回の面接 

による支援が終了した後、３月以上の適切な支援又は３月以上の継続的な支援を行 

う。 

 イ 支援内容及び支援形態 

（ア）積極的支援対象者が、自らの健康状態、生活習慣の改善すべき点等を自覚し、生活習慣 

の改善に向けた自主的な取組を継続して行うことができる内容とする。 

（イ）特定健康診査の結果及び食習慣、運動習慣、喫煙習慣、休養習慣その他の生活習慣の状 

況に関する調査の結果を踏まえ、積極的支援対象者の生活習慣及び行動の変化（以下「行 

動変容」という。）の状況を把握し、当該年度及び過去の特定健康診査の結果等を踏まえ、 

積極的支援対象者が自らの身体状況の変化を理解できるよう促す。 

（ウ）積極的支援対象者の健康に関する考え方を受け止め、積極的支援対象者が考える将来の 

生活像を明確にした上で、行動変容の必要性を実感できるような働きかけを行い、具体的 

に実践可能な行動目標を積極的支援対象者が選択できるように支援する。 

（エ）積極的支援対象者が具体的に実践可能な行動目標について、優先順位を付けながら、積 

極的支援対象者と一緒に考え、積極的支援対象者自身が選択できるよう支援する。 

（オ）医師、保健師又は管理栄養士は、積極的支援対象者が行動計画を達成するために必要な 

特定保健指導支援計画を作成し、積極的支援対象者の生活習慣及び行動の変化の状況の把 

握並びにその評価、当該評価に基づいた特定保健指導支援計画の変更等を行う。 

（カ）特定保健指導実施者（特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第８条第１項 

第２号の規定に基づき、積極的支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に資する 

働きかけに関する支援を相当な期間継続して行う者をいう。（シ）のｄにおいて同じ。） 

は、積極的支援対象者が行動を継続できるように定期的に支援する。 

（キ）積極的支援を終了する時には、積極的支援対象者が生活習慣の改善が図られた後の行動 

を継続するよう意識付けを行う必要がある。 

（ク）初回の面接による支援（面接による支援の内容を分割して行う場合においては、特定健 

康診査を受診した日に行う面接による支援及び特定健康診査の結果の全てが判明した後 



に行う支援とを合わせたもの）は、第８の（２）のイの（ウ）に掲げる事項に留意して行 

う。この場合において、第８の（２）のイの（ウ）中「動機付け支援対象者」とあるのは、 

「積極的支援対象者」とする。 

（ケ）３月以上の継続的な支援については、（サ）及び（セ）に規定する方法により算定する 

ポイントの合計で特定保健指導の量を判断することとし、支援Ａの方法及び支援Ｂの方法 

の合計で、１８０ポイント以上の支援を行うこと（支援Ａの方法に係るポイントが、１６ 

０ポイント以上である場合に限る。）を最低条件とする。 

（コ）支援Ａの方法は、次に掲げるものとする。 

ａ 積極的支援対象者の過去の生活習慣及び行動計画の実施状況を踏まえ、積極的支援対 

象者の必要性に応じた支援をする。 

ｂ 食事、運動等の生活習慣の改善に必要な事項について実践的な指導をする。 

ｃ 進捗状況に関する評価として、積極的支援対象者が実践している取組内容及びその結 

果についての評価を行い、必要があると認めるときは、行動目標及び行動計画の再設定 

を行う。 

ｄ 行動計画の実施状況について記載したものの提出を受け、それらの記載に基づいて支 

援を行う。 

（サ）支援Ａの方式は、次に掲げるものとする。 

ａ 個別支援Ａ 

ｂ グループ支援Ａ（１グループはおおむね８人以下とする。） 

ｃ 電話支援Ａ 

ｄ 電子メール支援Ａ 

（シ）支援Ａの方式に係るポイントの算定及び要件は、次に掲げるものとする。 

ａ 個別支援Ａは、５分間の支援を１単位とし、１単位当たり２０ポイントとする。 

ただし、支援１回当たり１０分間以上の支援を行うこととし、支援１回当たりポイント 

算定の上限は１２０ポイントとする。 

ｂ グループ支援Ａは、１０分間の支援を１単位とし、１単位当たり１０ポイントとする。 

ただし、支援１回当たり４０分間以上の支援を行うこととし、支援１回当たりのポイ 

ント算定の上限は１２０ポイントとする。 

ｃ 電話支援Ａは、５分間の会話を１単位とし、１単位当たり１５ポイントとする。 

ただし、支援１回当たり５分間以上の会話を行うこととし、支援１回当たりのポイン 

ト算定の上限は６０ポイントとする。 

ｄ 電子メール支援Ａは、１往復（特定保健指導実施者と積極的支援対象者の間で支援に 

必要な情報の共有を図ることにより支援を完了したと当該特定保健指導実施者が判断 

するまで、電子メール等を通じて支援に必要な情報のやり取りを行うことをいう。以下 

同じ。）の支援を１単位とし、１単位当たり４０ポイントとする。 

（ス）支援Ｂの方法は、行動計画の実施状況を確認し、行動計画に掲げられた取組を維持する 

ために励まし及び賞賛を行うものとする。 

（セ）支援Ｂの方式は、次に掲げるものとする。 

ａ 個別支援Ｂ 

ｂ 電話支援Ｂ 

ｃ 電子メール支援Ｂ 

（ソ）支援Ｂの方法に係るポイントの算定及びその要件は、次に掲げるものとする。 

ａ 個別支援Ｂは、５分間の支援を１単位とし、１単位当たり１０ポイントとする。 

ただし、支援１回当たり５分間以上の支援を行うこととし、支援１回当たりのポイント 

算定の上限は２０ポイントとする。 

ｂ 電話支援Ｂは、５分間の会話を１単位とし、１単位当たり１０ポイントとする。 

ただし、支援１回当たり５分間以上の支援を行うこととし、支援１回当たりのポイント 

算定の上限は２０ポイントとする。 

ｃ 電子メール支援Ｂは、１往復の支援を１単位とし、１単位当たり５ポイントとする。 



（タ）支援Ａの方法及び支援Ｂの方法のポイントの算定は、次に掲げる事項に留意して行う。 

ａ 同日に複数の支援を行った場合は、いずれか１つの支援のみをポイントの算定対象と 

する。また、同日に同一の支援を複数回行った場合であっても、ポイントの算定対象と 

なるのは１回の支援のみである。 

ｂ 特定保健指導と直接関係のない情報（次回の支援の約束や雑談等、特定保健指導の実 

施と直接かかわりのない情報をいう。）のやり取りは、ポイントの算定対象としない。 

ｃ 電話支援又は電子メール支援を行うに当たり、行動計画の作成及び提出を依頼するた 

めの電話又は電子メール等のやり取りは、ポイントの算定対象としない。 

（チ）第９の（２）のアの（イ）のｂに掲げる者であって、既往歴の調査（特定健康診査及び 

特定保健指導の実施に関する基準第１条第１項第１号に規定する既往歴の調査をいう。） 

において喫煙習慣を有する者に対し、３月以上の適切な支援を行う場合には、禁煙に関す 

る指導を行う。 

（ツ）実績評価は、次に掲げる事項に留意して行う。 

ａ 実績評価は、個々の積極的支援対象者に対する特定保健指導の効果について評価する 

ものである。 

ｂ 設定した行動目標が達成されているかどうか並びに身体状況及び生活習慣に変化が 

見られたかどうかについて評価を行う。 

ｃ 必要に応じて評価時期を設定して積極的支援対象者が自ら評価するとともに、３月以 

上の継続的な支援が終了した後（３月以上の継続的な支援を行わない場合においては、 

行動計画の策定の日から３月以上経過した後）に医師、保健師又は管理栄養士による評 

価を行い、評価結果について積極的支援対象者に提供する。 

ｄ 実績評価は、面接又は通信を利用し、積極的支援対象者に提供する。 

ｅ 実績評価は、第９の（２）のアの（イ）に掲げるところにより行う支援の最終回とと 

もに実施しても構わない。 

 

10 個人情報の保護 

本事業における個人情報の取り扱いについては、十分な配慮を行うこととする。 

 

 附則 

 この手引きは、平成２０年度の特定健康診査・特定保健指導から適用する。 

 

 附則 

 この改正は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度の特定健康診査・特定保健指導か

ら適用する。 

 

 附則 

 この改正は、平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度の特定健康診査・特定保健指導か 

ら適用する。 


